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お
尋
ね
の
「
扶
養
照
会
を
拒
ん
だ
場
合
、
扶
養
照
会
を
全
く
せ
ず
」
、
「
保
護
適
用
の
可
否
の
審
査
に
進
む
」
及
び
「
保
護

適
用
の
可
否
の
審
査
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
生
活
保
護

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
定

め
る
扶
養
義
務
者
の
扶
養
・
・
・
は
、
す
べ
て
こ
の
法
律
に
よ
る
保
護
に
優
先
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
御
指
摘
の
「
扶
養
照
会
」
（
以
下
「
扶
養
照
会
」
と
い
う
。
）
は
、
扶
養
義
務
者
に
よ
る
扶
養
義
務
の
履
行
の
可
否
及

び
程
度
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
で
あ
る
。
な
お
、
扶
養
照
会
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
都
道
府
県
等

に
対
し
、
「
扶
養
義
務
履
行
が
期
待
で
き
な
い
者
の
判
断
基
準
の
留
意
点
等
に
つ
い
て
」
（
令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
付
け
厚

生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
「
要
保
護
者
等
か
ら
の
聞
き
取
り
等
に
よ
り
、
扶
養
の
可
能
性
の

調
査
」
を
行
っ
た
結
果
、
「
「
扶
養
義
務
履
行
が
期
待
で
き
な
い
者
」
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
個
別
に
慎
重
な
検
討
を
行
っ

た
上
で
・
・
・
扶
養
照
会
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
」
と
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
生
活
保
護
法
第
十
九

条
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
に
お
い
て
は
、
要
保
護
者
が
扶
養
照
会
を
拒
ん
で
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
要
保
護
者

等
か
ら
の
聞
き
取
り
等
を
踏
ま
え
た
慎
重
な
検
討
に
よ
り
、
扶
養
照
会
の
要
否
の
判
断
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、



 

２ 

 

扶
養
照
会
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
基
準
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
百
五
十
八
号
）

等
に
基
づ
き
、
保
護
の
要
否
の
判
断
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 


